
   藤井寺市ＳＤＧｓパートナー制度実施要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、持続可能な開発目標（以下「ＳＤＧｓ」という。）の推進に向けた活

動に取り組む企業、団体等（以下「企業等」という。）を藤井寺市ＳＤＧｓパートナー（以

下「パートナー」という。）として登録し、その取組を広く周知するとともに、パートナ

ー間の連携を促進し、ＳＤＧｓの普及啓発及びＳＤＧｓの達成に向けた取組を促進する

ことで地域活性化を図ることを目的とする。 

 （パートナーの対象） 

第２条 パートナーとして登録できる者は、ＳＤＧｓの達成に向けた取組を行っている、又

は行おうとする企業等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 市内に事業所等を置く企業、団体、教育機関、特定非営利活動法人等 

 藤井寺市と連携協定を締結している企業等 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する企業等は、パートナーの対象外

とする。 

 法令等に違反している者 

  過去に重大な法令等の違反がある者 

 納付すべき税等を滞納している者 

 暴力団（藤井寺市暴力団排除条例（平成２５年藤井寺市条例第２８号）第２条第１号

に規定する暴力団をいう。）及びその他反社会的団体又はそれらと密接な関係を有して

いる者 

 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者 

 （取組内容） 

第３条 市及びパートナーは、次に掲げる取組を行う。 

 ＳＤＧｓの普及啓発 

 ＳＤＧｓの達成に向けた取組 

２ 市は、パートナーが行う前項の取組について市ホームページ等で広くＰＲを行う。 

３ 市は、パートナーに対し、パートナーのステッカーを提供する。 

４ パートナーは、前項のステッカーを使用してＳＤＧｓの普及啓発等を行うことができ

る。 

 （禁止事項） 

第４条 パートナーは、パートナーであることをもって、次に掲げる活動をしてはならない。 

 パートナーのイメージを損なう、又はＳＤＧｓの正しい理解の妨げとなる活動 

 政治活動、思想、宗教等の啓発を目的とした活動 

 法令及び公序良俗に反する活動 

 第２条第２項第４号に該当するものの利益となる活動 

 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める活動 
















